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第 １ 章  基 本 的 事 項 

１ はじめに 

本市は、平成 23（2011）年に第２次石狩市環境基本計画を策定し 10年が経とうとしており、地

球温暖化対策、ごみの減量化、自然環境の保全、環境教育の推進などの環境施策を、市、事業者、

そして市民が共に取り組んできました。しかしその間、気候変動は進行し、生物多様性の損失が

深刻さを増すとともに、新たに海洋ȂȔスチックごみが世界的な問題となるなど、様々な環境問

題が、私たちの暮らしに必要な環境基盤を破壊し、悪影響を及ぼしています。 

そのような状況の下、平成 27（2015）年の国連サȊットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」

では、「誰一人取り残さない社会」を目指すことが掲げられ、環境・経済・社会など幅広い分野に

係る 17のゴーȖと 169のターゲットの下、地球規模でのあらゆる課題の解決に向け各国が積極的

に取り組んでいます。この 17のゴーȖと 169のターゲットは相互に関係しており、複数の課題を

統合的に解決することを目指すこと、１つの行動によって複数の側面における利益を生み出すȉ

ȖチȄǸȀィットを目指すという特徴を持っています。これは、「目標及びターゲットは、統合さ

れて不可分なものであり、持続可能な開発の三面側、すなわち経済、社会及び環境の三面側を調

和させるものである」としている 2030アジェンダにも示されています。 

また、同年の国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）において、2020年以降の温室

効果ガスの排出削減等に向けた取り組みを進めるための枠組として「Ǽȕ協定」が採択されまし

た。Ǽȕ協定においては、世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球の平均気温上昇を

２℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を継続することなどが設定され、国は令

和 12（2030）年までに、平成 25（2013）年比で 26％削減することを掲げ、その目標に向け積極的

な環境施策の展開を進めています。 

この国際的な状況や目標のもと、国は平成 30（2018）年に「第五次環境基本計画」を策定しま

した。この計画の中では、「SDGs」や「Ǽȕ協定」などの国際的な潮流や、わが国が抱える環境・

経済・社会のあらゆる課題を統合的に向上させ、自立・分散型の社会を形成しながら、近隣地域

等と地域資源を補完し支え合う考え方である「地域循環共生圏」を提唱しています。 

国は生物多様性について、「生物多様性国家戦略 2012-2020」（2012 年９月 28 日閣議決定）で、

自然の恵みである生態系サーǾスの需給でつながる地域や人々を一体としてとらえ、その中で連

携や交流を含めていき相互に支えあっていくという考え方である「自然共生圏」の考え方により

施策を実施しています。 

また、廃棄物問題については「第二次循環型社会形成推進基本計画」（2008年３月 25日閣議決

定）で、地域の特性や循環資源の性質に応じて、適切な規模での循環を形成し、重層的な循環型

の地域づくりを進めていくという「地域循環圏」を示し取り組んできました。 

「地域循環共生圏」は、これらの個別の思想を包含しながら、高いȈテンシȎȖを持つ地域の

自然景観や資源を持続可能な形で最大限活用し、経済・社会の課題解決につなげることで、環境・

経済・社会の統合的向上を目指しています。 

一方、令和元（2019）年から全世界で感染が広まった「新型コȘナウィȖス感染症」により、国
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のあり方や資本主義の考え方が問われ、また人々の暮らし方、働き方の変化など、私たちの生活

に大きな影響を及ぼしました。経済活動や人々の活動自粛などにより、世界では一時的に温室効

果ガスが減少し、大気汚染や水質が改善するなどの環境改善が伝えられています。しかしながら、

今、世界では経済活動の縮小による短期的な CO₂排出削減ではなく、コȘナ危機からの経済回復に

向けた投資を気候変動対策にも貢献し、経済成長と両立しながら大幅な CO₂排出削減を目指す「グ

ȕーン・ȕカǻȕー」の考え方が世界で重要視されています。 

そのような中、新型コȘナウィȖス感染症と生物多様性の関連にも注目が集まっており、令和

２（2020）年 7月に開かれた国連の「持続可能な開発に関するǺイȗȄȖ政治ȀォーȔȋ」では、

新型コȘナウィȖスなどを含む多くの動物由来感染症が発症している点が指摘され、今後のǼン

デȊック予防のためにも、人と自然・生物多様性の関係性を見直し、よりǻȔンスの取れた共存

の必要性が訴えられています。 

また、資源循環システȋのあり方についての課題も顕在化しています。例えば廃ȂȔスチック

については、中国が平成 30（2018）年 1月から輸入を禁止したことを皮切りに、東南アジア諸国

での廃ȂȔスチック輸入の禁止や厳格化が行われ、国内でのȕサイクȖの流れに大きな影響を与

えました。さらに、社会では急速に発展している AI、IoT など ICT の活用が広がった結果、コȊ

ȐニケーシȒンのあり方の変化や物的消費からの転換など、新しいȔイȀスタイȖへの適応が求

められており、あらゆる分野でデジタȖトȔンスȀォーȌーシȒン（DX）※が加速しています。さ

らに、地域循環共生圏と密接につながる Society5.0※の実現も望まれている中で、これらの環境

問題を取り巻く状況は、今後も目まぐるしく変化していくと考えられています。 

本市では第３次環境基本計画策定に先駆け、令和２（2020）年 12月に、脱炭素社会実現に向け

令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出量実質ゼȘを目指す、「ゼȘカーȇンシティ」を宣言しま

した。これは、非常に野心的なものであり、温室効果ガスを排出し続けることは、私たちにとっ

てどのような悪影響が及ぼされるのかを、市・事業者・市民の３者がともに考え、積極的に行動

し、持続可能な地域として未来へ繋ぐための新たな挑戦になります。 

このような状況を踏まえながら、第３次石狩市環境基本計画では、20年後に市民が安心して暮

らし続けることができ、継続的に事業活動が盛んに行われている持続可能な地域を目指して、本

計画の「環境像」を「地域の豊かな資源を活かし 未来へつなぐ 持続可能な共生都市 いしか

り」として掲げます。また、この環境像の実現に向け、 

１【快適環境分野】「安心・安全」 

２【自然環境分野】「生物多様性」 

３【生活環境分野】「資源循環」 

４【地球環境分野】「脱炭素」 

５【連携・協働分野】「教育・ǼートナーシッȂ」 

  を、目指す姿（長期的な目標）に設定し、持続可能なまちとなるための施策の方向性を示した計 

画として、第３次石狩市環境基本計画を策定しました。 

 
※ デジタȖトȔンスȀォーȌーシȒン（DX）：ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる

という概念 
※ Society5.0：サイǻー空間（仮想空間）とȀィジカȖ空間（現実空間）を高度に融合させたシステȋにより経

済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会 
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２ 計画の目的・位置づけ・計画期間 

（１）計画の目的 

環境基本計画は、石狩市環境基本条例第３条に掲げる基本理念を実現するために、市、事業者

及び市民が連携・協力して環境に関する様々な施策を総合的かつ計画的に推進することを目的と

しています。 

 

 

 

 

 

 

 
（２）計画の位置づけ 

石狩市環境基本条例に基づき、まちづくりの総合計画である「石狩市総合計画」が目指す目標

を、環境面から実現する「環境分野における総合計画」です。本計画は条例に定めるとおり、環

境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画として、長期的な目

標や施策の方向を示すものであることから、具体的な施策や事業については、関連する個別計画

で推進を図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

計画の期間は、令和３（2021）年度～令和 22（2040）年度までの 20年間とし、令和 12（2030）

年度を中間目標年度とします。  

【石狩市環境基本条例（抄）】  

（基本理念） 

 第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康かつ安全で文化的な生活を営む上で必要とする

良好な環境を確保し、これを将来の世代に引き継ぐように適切に進められなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民がそれぞれの役割に応じた責務を自覚し、三

者の協働の下に自主的かつ積極的に進められなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、人と多様な動植物との共生を基調とし、生態系を適切に保全する

とともに、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成に向けて適切に進

められなければならない。 

４ 地球環境保全は、人の活動による環境への負荷が地球規模に及んでいることを市、事業者

及び市民が自らの問題として認識し、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に

推進されなければならない。 

 

第３次石狩市環境基本計画の位置づけ

環
境
基
本
法
・
環
境
関
連
法
令
・
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五
次
環
境
基
本
計
画

国
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海
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環
境
基
本
条
例
・
北
海
道
環
境
基
本
計
画

北海道

石
狩
市
総
合
計
画

石狩市環境基本条例

石狩市環境基本計画

都市整備
骨格方針

漁業振興計画農業振興計画

森林整備計画

地球温暖化対策
推進計画

一般廃棄物処理
基本計画

風力発電
ゾーニング計画

連携
調整

環境関連計画 環境個別計画

基本理念の具体化

連携・調整
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３ 環境を取り巻く世界・国などの情勢 

（１）持続可能な開発目標（SDGs） 

平成 27（2015）年９月、ニȐーȓークで開催された「国連持続可能な開発サȊット」において

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。この

アジェンダでは、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、17のゴーȖと 169のターゲット

からなる「持続可能な開発目標（SDGs）」が定められ、発展途上国のみならず先進国自身が取り

組む普遍的なものとなっています。このアジェンダを基に、平成 27（2015）年から平成 42（2030）

年までに、17のゴーȖである貧困や飢餓、ジェンダー平等、エǸȖギー、気候変動など、持続可

能な開発のためのゴーȖを達成するため積極的に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）SDGs視点や各主体との関わり 

持続可能な社会形成を実現するために必要な

概念を整理したものが、右図です。木の枝には、

環境・社会・経済の三層を示す葉が繁り、木を支

える幹はガǻナンスを示しています。木の根に最

も近い枝葉の層が環境であり、その上に社会、経

済の枝葉があることから、環境が全ての根底にあ

ることがわかり、我々の活動は地球環境が健全で

なければ成り立たないことを意味しています。ま

た、それぞれの層に関連する SDGs のゴーȖを当

てはめてみると、ゴーȖが相互に関連しているこ

とがわかり、行政だけで様々な課題を達成するの

は困難であり、事業者や市民全てのǼートナーシ

ッȂでの取り組みが重要となります。 

 

 

出典：国際連合広報センター 
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（３）地域循環共生圏 

国は平成 30（2018）年４月に「第五次環境基本計画」を閣議決定し、「持続可能な開発目標（SDGs）」

や「Ǽȕ協定」など、世界を巻き込む国際的な潮流や関連・複雑化する環境・経済・社会の課題

を踏まえ、総合的に解決するための方向性を示しました。 

第五次環境基本計画の中で提唱されている「地域循環共生圏」は、各地域が持つ美しい自然景

観等の地域資源を最大限活用しながら、自立・分散型の社会を形成し、地域の特性に応じて資源

を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指すものであり、これ

らの取り組みを着実に実施するためには、多様な主体の参加によるǼートナーシッȂがより重要

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地球温暖化防止・気候変動対策の取り組み 

① パリ協定 平成 27（2015）年採択 

国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議

（COP21）で採択された、気候変動抑制に関する国

際的な協定です。これは、京都議定書※に代わる

新たな法的枠組で、気候変動枠組条約に加盟する

全ての国が参加しています。 

産業革命前からの世界の気温上昇を２℃未満

に抑えることを目標にし、日本は温室効果ガス排

出量を令和 12（2030）年までに、平成 25（2013）

年比で 26％削減、令和 32（2050）年までに実質ゼ

Șを目指し、様々な施策に取り組んでいます。 

 

 

 
※ 京都議定書：各先進国に温室効果ガスの排出量削減目標を規定した枠組 

【各国の削減目標 平成 27（2015）年 10月１日現在】 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター（第 23

回締約国会儀ȗȈート） 

出典：環境省作成 
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② RE100※ 

RE100 は、大手企業の二酸化炭素排出量を実質ゼȘにすることを掲げた国際的なイニシアテ

ィȁです。平成 26（2014）年に発足し、国際 NPOである TCG※と国際 NGO※である CDP※がǼート

ナーシッȂを結び運営しています。加盟企業は、令和 32（2050）年までに事業で使用する全電

力を再生可能エǸȖギーで賄うことが義務付けられています。令和２（2020）年９月現在で、

世界各国の 250を超える企業が加盟しており、日本は 38の企業が加盟しています。 

日本では、平成 29（2017）年から RE100の地域Ǽートナ―である日本気候ȕーダーズ・Ǽー

トナーシッȂ（JCLP）が、日本企業の加盟を支援しています。また、平成 30（2018）年に加盟

した環境省は、公的機関として世界で初めてのアンǻサダーとなり、再生可能エǸȖギー導入

に関する情報発信や取り組みを積極的に行っています。 

③ ESG※投資 

ESG 投資は、機関投資家の意思決定Ȃ

Șセスに、環境、社会、企業統治に係る

ESG 課題を受託者責任の範囲内で反映さ

せるべきとしたものであり、平成 18

（2006）年に国連で提唱された世界共通

の基本的な考え方です。これは、企業が

持続可能な社会の構築に向けて貢献でき

ているかに着目し、投資先を選別する投

資手法です。 

日本においても、平成 27（2015）年に年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が、投資に

ESG の視点を組み入れることなどを掲げた国連責任投資原則（PRI）へ署名したことを受けて、

ESG投資が広がっています。 

④ 気候変動適応計画 平成 30（2018）年策定 

気候変動適応法※に基づき策定され、気候変動による被害を回避し、最小限に食い止めること

で、国民の生活や社会の発展、自然環境の保全など、持続可能な社会を築くことを目的とした

ものであり、地球温暖化などの気候変動や、それにより生じる災害など、様々な影響に適応す

るための施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画です。 

⑤ 北海道気候変動適応計画 令和２（2020）年策定 

気候変動における国内外の動きを踏まえ、北海道の地域特性や社会情勢の変化に応じた施策

を、気候変動適応法に基づき総合的かつ計画的に推進するための地域気候変動適応計画です。 

 
※ RE100：Renewable Energy 100%（再生可能エǸȖギー100％）の略 
※ TCG：The Climate Group（気候団体）の略で、持続可能な社会のために気候変動などに取り組む団体 
※ NGO: Non-Governmental Organizationの略で、世界の社会問題の解決に取り組む、利益を目的としない市民

団体 
※ CDP：気候変動などの環境分野に当たる「カーȇン・ディスクȘージȎー・ȂȘジェクト」を前身とする団体 
※ ESG：Environment（環境）、社会（Social）、統治（Governance）の３分野の総称 
※ 気候変動適応法：気候変動による影響が生活や社会などに及ぼされることを考え、気候変動適応を推進し、国

民の生活を守っていくことを目的とした法律 

 出典：TRANE（企業の温暖化防止活動促進への影響力が

期待される ESG投資について） 
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道民や企業が、地域において持続可能な活動ができるよう、温室効果ガスの排出を抑制する

「緩和」の取り組みと、気候変動により想定される災害など多方面へ及ぼす影響への「適応」

の取り組みを軸としています。 
 
（５）生物多様性保全の取り組み 

① 生物多様性戦略計画 2011-2020（愛知目標）→ポスト 2020生物多様性枠組 平成 22（2010）年採択 

愛知県で開催された、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）において、生物多様性を

推進するための世界目標として採択され、令和 32（2050）年までの長期目標である「自然と共

生する世界」の実現に向けて、到達すべき具体的なゴーȖを示しているほか、令和２（2020）

年までの短期目標として「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」

ことをȊッシȒンとしています。さらに、それらの実現へ向けた効果的かつ具体的な 20の個別

目標から構成されています。 

最終評価年となった令和２（2020）年には、今後開催予定の生物多様性条約第15回締約国会

議（COP15※）で決議する「Ȉスト2020生物多様性枠組※」の議長提案が示されました。これには、

前回の計画に加えて生物多様性の危機に対処するために社会や経済のセクターを超えて主流化

する必要があることを反映した内容となっています。令和12（2030）年までの短期目標には「地

球と人類の利益のために、生物多様性を回復の軌道に乗せるために必要な緊急の行動を社会全

体でとること」をȊッシȒンとし、ゴーȖまでの８つのȉイȖストーン（中間目的）を設定す

るなど、令和12（2030）年及び令和32（2050）年の目標達成に向けて進んでいます。 

② 生物多様性国家戦略 2012-2020→2021次期生物多様性国家戦略 平成 24（2012）年策定 

生物多様性の保全や持続可能な利用について政府が定める基本的な計画で、生物多様性条約

と生物多様性基本法に基づき策定されました。これは、愛知目標の達成に向けたȘードȉッȂ

であるとともに、平成 23（2011）年の東日本大震災を踏まえた、生物多様性社会の構築への指

針となる戦略で、５年間の行動計画として、約 700の具体的施策の方向性と 50の数値目標が設

定されています。 

令和２（2020）年に計画の終了年次を迎えたため、環境省では次期生物多様性国家戦略の策

定を、令和３（2021）年以降に予定しています。令和 12（2030）年へ向け、「自然と共生する世

界」の実現のための施策や指標を示すこととなる見込みです。検討においては、今後決定する

「Ȉスト 2020 生物多様性枠組」を踏まえたうえで、地球規模の生物多様性の状況※や、社会や

生物多様性に係る様々な評価※、さらに「生物多様性国家戦略 2012-2020」の最終評価を考慮し

進められています。  

 
※ COP15：令和２（2020）年に中国で開催予定だったが、世界的な新型コȘナウイȖスの感染拡大で令和３（2021）

年に開催延期となった 
※ Ȉスト 2020生物多様性枠組：COP15で名称が決定されるまでの代用語を「2020年以降の世界的な生物多様性

の枠組：Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF) 」としている 
※ 地球規模の生物多様性の状況：生物多様性及び生態系サーǾスに関する政府間科学-政策ȂȔットȀォーȋ

（IPBES）の各種報告書や地球規模生物多様性概況第５版などの地球規模の生物多様性の状況 
※ 社会や生物多様性に係る様々な評価：生物多様性及び生態系サーǾスの総合評価 2020（JBO3）、環境研究総合

推進費 S15「社会・生態システȋの統合化による自然資本・生態系サーǾスの予測評価（PANCES）」など 
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（６）循環資源の取り組み 

① G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組 

平成 30（2018）年、G20 大阪サȊットにおいて新たに合意された、海洋ȂȔスチックごみに

対する自主的かつ具体的な対策の実施を促進するための実効的な枠組です。平成 28（2016）年

に採択された G20海洋ごみ行動計画に沿って決められました。 

適正な廃棄物管理や海洋ごみの回収に関すること、実施する対策の情報共有と更新、海洋ご

みの影響を測定するための科学的基盤の強化の実施内容が記されています。 

② プラスチック資源循環戦略 令和元（2019）年策定 

平成 29（2017）年策定の第四次循環型社会形成推進基本計画に基づき、ȂȔスチックに関連

する資源及び環境における課題を解決することを目的とした、ȂȔスチックの資源循環を総合

的に推進するための戦略です。基本原則を「３Ｒ※+Renewable（持続可能な資源）」として、再

生可能資源の使用促進、使用済み資源の徹底回収や循環利用を掲げています。重点戦略では、

ȂȔスチック資源循環や海洋ȂȔスチック対策だけではなく、日本の技術及びǹウǺウなどを

国際展開し、地球規模の環境問題対策へ貢献することや、取り組みを横断的に実施していくた

めの基盤整備に取り組むなど、実効的な戦略が示されています。 

③ 食品ロスの削減の推進に関する法律 令和元（2019）年策定 

SDGsの掲げるゴーȖ 12「持続可能な消費と生産」では、持続可能な消費及び生産の推進を目

指すため、ターゲット 12.3において、令和 12（2030）年までに世界全体の一人当たりの食料の

廃棄を半減させ、生産過程や供給連鎖での食料の損失を減少させることを目標として設定して

います。そのような状況の下、令和元（2019）年に、「食品Șス削減の推進に関する法律」が策

定され、国や地方公共団体等が果たさなければならない責任を明確にし、基本方針及び食品Ș

ス削減に係る施策の基本事項を定めています。 

 

（７）パートナーシップの推進 

① ESD for 2030※ 令和元（2019）年採択 

令和元（2019）年に国連総会で採決された、SDGs達成に向けた持続可能な開発のための持続

可能な社会づくりの担い手を育む教育に関する新たな国際的枠組みです。SDGsの達成年度であ

る令和 12（2030）年を目前に、ESD※の推進も必要であることから決定されました。同年のȑǸ

スコ総会でも採択されたため、ȑǸスコが取り組みの主導的役割を担い、国際社会に対し、す

べての教育段階において質の高い教育を提供するよう求めています。 

 

 

 
※ ３Ｒ：Reduce（ȕデȐース）、Reuse（ȕȑース）、Recycle（ȕサイクȖ）の略 
※ ESD for 2030：別称「持続可能な開発のための教育：SDGs達成に向けて」 
※ ESD：Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育）の略。現代社会の課題を自分

ごととして捉え、身近なところから課題解決の礎となる考えや行動をしていくことによって、持続可能な社会

を創造していくことを目指す学習や活動のこと。環境、経済、社会、文化の各側面からの取り組みで、人格の

発達や、つながりを尊重できる人間性を育むことを基調にしている 
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